
第１９章．労働 

 国際的に認められた労働者の権利に直接関係する締約国の法律等（以下「労働法

令」という。）を執行すること、国際労働機関の 1998 年の労働における基本的な原

則及び権利に関する宣言並びにその実施に関する措置（ＩＬＯ宣言）に述べられて

いる権利（強制労働の撤廃、児童労働の廃止、雇用・職業に関する差別の撤廃等）

を自国の法律等において採用・維持すること、労働法令についての啓発の促進及び

公衆による関与のための枠組み、協力に関する原則等について定める。 

 

日本は、ＴＰＰ協定の労働章において、各締約国が保障すべきこととされている

労働者の権利に関係する国内法令を既に有していることから、追加的な法的措置が

必要となるものはないが、これらの規定により各締約国で労働者の権利保護が進め

ば、公正・公平な競争条件の確保につながり、ひいては、我が国企業の相対的な競

争力強化につながることが期待される。 

（参考）ＷＴＯには労働に関する協定はなく、また、我が国が締結済みのＥＰＡにおいて

も、労働に関する規定が設けられた例はあるが、独立の章が設けられたことはない。 


